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第２部　環境保全施策の展開

１　ダイオキシン類の常時監視
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、環境

中の大気、公共用水域（水質、底質）、地下水質、土
壌の汚染状況を把握するためのモニタリング調査
を、平成２０年度は、大気１７地点、公共用水域（水
質４１地点、底質２６地点）、地下水質１５地点、土壌１５
地点で実施しました。
その結果、大気、底質、地下水質、土壌につい

ては、すべての地点で環境基準を達成していまし

たが、水質については、河川５地点で環境基準を
超過していました。
なお、超過の原因については、化学的な解析に

より過去に長期間使用されていた水田除草剤など
の農薬に不純物として含まれていたダイオキシン
類が、これらの河川及び湖沼の底の泥に蓄積して
おり、それが徐々に流出することにより水質に影
響を及ぼしているものと考えられます。

▼表２−４−５−１　環境中のダイオキシン類モニタリング調査結果

▲図２−４−５−１　平成２０年度公共用水域ダイオキシン類調査地点（水質、底質）

１　環境の監視測定体制の整備
第５節　化学物質による環境リスクの低減

環境対策課
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韮神橋韮神橋

岩沼岩沼

七北田橋七北田橋
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七北田ダム七北田ダム
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鳴瀬堰
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神取橋

仙台港（甲）
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仙台港（乙）
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深野橋

栗木橋

鳴合橋 愛宕橋 福田橋

福田大橋

七北田橋
大倉ダム

原山橋

滝の上橋 七北田ダム
福岡大堰

東北地方整備局測定地点
宮城県測定地点
仙台市測定地点

環境基準
調査結果環境基準

超過地点数検体数地点数調査媒体
最大値最小値平均値

０．６pg-TEQ/m３０．０４４０．０１１０．０２１０５８１７大気

１pg-TEQ/l

２．８０．０１９０．４４５５０３０河川

公共用水域
（水質）

０．９６０．０３６０．２８０７４湖沼
０．０８６０．０１６０．０５００７７海域
２．８０．０１６０．３６５６４４１全体

１５０pg-TEQ/g

１５０．０９１２．２０１９１９河川

公共用水域
（底質）

２３３．０１１０３３湖沼
１２５．７９．６０４４海域
２３０．０９１４．３０２６２６全体

１pg-TEQ/l０．３５０．０１１０．０５２０１５１５地下水質
１，０００pg-TEQ/g２．６０．０３５０．８８０１５１５土壌

※この調査結果は、環境省、国土交通省、宮城県及び仙台市が県内で実施した結果の集計です。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

２ 環境ホルモン調査
環境ホルモンによる環境汚染は、科学的には未

解明な点が多く残されているものの、それが生物
生存の基本条件にかかわるとともに、世代を超え
た深刻な影響をもたらす恐れがあることから、国
では、平成１０年５月に「環境ホルモン戦略計画
SPEED’９８」を策定し、平成１２年１１月には新しい
知見等の追加・修正を行い、これに沿って取り組
みを進めてきました。平成１７年３月には、新たな
科学的知見が着実に蓄積されたことを踏まえ、
SPEED’９８を改正し、「化学物質の内分泌かく乱

作用に関する環境省の対応方針について
ExTEND ２００５」が公表され、野生生物の観察、
環境中濃度の実態把握及び暴露の測定、基盤的研
究の推進、影響評価、リスク評価、リスク管理、
情報提供とリスクコミュニケーション等の推進と
いった７つの柱を今後の取組方針としています。
本県では、このような国の対策と連携し、必要

な対策を実施するため、平成２０年度以降、環境ホ
ルモンに係る事業について、化学物質環境実態調
査を活用し、実態把握等を行うこととしていま
す。

１ ダイオキシン類対策
①　ダイオキシン類対策特別措置法の特定事業場
に対する監視指導
ダイオキシン類対策特別措置法の特定事業場

は、県所管域内に１３０か所（平成２１年３月３１日現
在）あり、これらの特定事業場を対象に、ダイオ
キシン類の自主測定結果や施設の維持管理状況等
の確認のため、立入検査を行って適正な施設管理

２　有害物質による環境汚染防止対策

等の指導を実施しています。
平成２０年度は、行政測定の結果、基準値の超過

が判明した１施設の事業者については、施設の使
用停止命令を発出するとともに施設改善の文書指
導を行いました。
なお、この施設は廃止されました。

▼表２−４−５−４　平成２０年度監視指導状況

測定分析
件数

文書による
指導件数

立入検査件数
（延べ数）

届出事業場数
平成２１年３月３１日平成２０年３月３１日

１５１１１６１３０１３７特定事業場
１４１１１５１２４１３１ 大気基準適用事業場
１０１６６ 水質基準適用事業場

環境対策課・廃棄物対策課

②　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主
測定
廃棄物焼却施設などのダイオキシン類対策特別

措置法で定める特定施設の設置者は、法に基づ
き、施設からの排出ガス（排出水）等に存在する
ダイオキシン類濃度の測定を年１回以上行い、そ
の結果を知事（仙台市にあっては市長（以下同
じ。））に報告し、知事は、それを公表することに
なっています。
平成２０年度中に報告された自主測定結果は、測

定結果の知事への報告があった廃棄物焼却施設

１１４施設において、いずれも排出ガスの排出基準
に適合していました。
なお、未測定の施設があり、その設置者に対し

測定の実施を指導しました。また、測定義務のあ
る一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分
場の設置者は、法に基づき、処分場からの放流水
及び処分場周縁の地下水中のダイオキシン類の測
定を年１回以上行うことが義務づけられており、
すべての施設で基準を満たしていました。
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第２部　環境保全施策の展開

▼表２−４−５−５　大気基準適用施設の自主測定結果

基準値測定結果
 施設数事業場数

測定項目※１特定施設
の種類 未測定測定実施未測定

５０．２９０１１０１排出ガス製 鋼 用 電 気 炉
５０．０００３９０１１０１排出ガスアルミ合金製造用溶解炉

０．１～１０  ※２０．０００００６～８．２５１１４１１９
６１００

排出ガス
廃 棄 物 焼 却 炉 　　　　 ※３０～２２２９４９６※３ばいじん

　　　　 ※３０～３．２４１０５１０９※３燃 え 殻

※１　測定項目のうち、ばいじんとは、集じん機によって集められた飛灰をいう。燃え殻とは、焼却残灰、炉清掃掃出物などをいう。
※２　廃棄物焼却炉に係る排出ガスの基準値は、廃棄物焼却炉の設置時期及び処理能力によって、０．１～１０ng－TEQ／㎥Ｎの間で定められている。
※３　廃棄物焼却炉のうち、構造によって、ばいじん、燃え殻が発生しないものがあり、この場合、その測定義務が適用されないため、測定項目ご

とに施設数が異なる。また、ばいじん、燃え殻については排出基準値は設定されていない。

▼表２−４−５−７　最終処分場の自主測定結果

２　ＰＣＢ廃棄物対策
平成１９年３月に策定された「宮城県ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処理計画」では、県内に存する
PCB廃棄物を平成２７年３月までに適正に処理する
ため、国の基本計画及び「宮城県循環型社会形成
推進計画」に即して、県、仙台市等関係市町村、
保管事業者、収集運搬業者、処理施設設置者など
がそれぞれの役割を担いつつ、連携してPCB廃棄
物の確実かつ適正な保管と処理を推進することを
定めています。
本県が参加する北海道事業については、平成２０

年５月から本格稼働しており、本県を含む南東北
３県（福島、山形）からのPCB廃棄物搬入は、平
成２０年７～８月に行われ、仙台市内３事業場を含
む県内９事業場の高圧コンデンサ４６台が処理され
ました。
処理が行われるまでの間の適正管理を推進する

ため、電気機器に関する専門知識を有するPCB廃
棄物適正処理推進員４名を配し、立入指導を行っ
ているほか、来年度の処理に向け、事業主体であ
る日本環境安全事業株式会社とも協議しながら、
処分対象者の選定等に当たることとしています。

▼表２−４−５−８　ＰＣＢ廃棄物保管状況

廃棄物対策課

ＰＣＢ廃棄物保管事業場数　１，０４７事業場（平成２０年３月３１日現在）

その他の機器安定器柱上
トランス

低圧
コンデンサ

低圧
トランス

高圧
コンデンサ

高圧
トランス

　　　種類
区分　　　

３，５７４１３５，１２８３３６，９５４９，５４６１８２，６１８２６８台 数
２２０２９９５８２８７１７９３事 業 場 数

※　台数で把握した種類を記載（このほかにＰＣＢを含む油、ウエス等あり）

▼表２−４−５−６　水質基準適用施設の自主測定結果

測定結果
（pg-TEQ/l）事業場数

特定施設の種類
基準値自主測定未測定測定実施
１００．０６７～０．０７００２２パルプ製造用塩素漂白施設
１００．６０１１廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設
１０１．１０１１下 水 道 終 末 処 理 施 設

測定結果
（pg-TEQ/l）施　設　数

測定項目
基準値自主検査未測定測定実施

排出基準　１００～６．００２７２７放 流 水
環境基準   　１０～０．４６０２７２７地 下 水





第
　
二
　
部

環
境
保
全
施
策
の
展
開

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

96

第２部　環境保全施策の展開

▲図２−４−５−２　宮城県におけるＰＲＴＲ届出排出量・移動量の対象物質構成比（平成１９年度排出・移動）

大気への
排出量

1,446t/年

公共用水域
への排出量
83t/年

下水道への
移動量
16t/年

事業所の
外への移動量
1,587t/年

ふっ化水素
及びその水溶性塩
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その他
5％トリクロロ

エチレン
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亜鉛の
水溶性化合物
9％

マンガン及び
その化合物
15％

ほう素及びほう素及び
その化合物その化合物
40％40％

ほう素及び
その化合物
40％

エチレン
グリコール
37％

ふっ化水素及びふっ化水素及び
その水溶性塩その水溶性塩
44％44％

ふっ化水素及び
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44％

ポリ（オキシエチレン）
＝アルキルエーテル
（アルキル基の炭素数が
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3％
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54％54％
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その他
6％

トリクロロ
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ベンゼン
4％

キシレン
10％

塩化メチレン塩化メチレン
24％24％
塩化メチレン
24％

マンガン及びマンガン及び
その化合物その化合物
28％28％

マンガン及び
その化合物
28％

トルエントルエン
17％17％
トルエン
17％

その他
27％

トリクロロ
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6％
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グリコール
7％ 鉛及びその化合物

15％




